
諮 問 事 項２ 
 

 

 

『宮城県亘理郡亘理町に所在する普通財産を、亘理町に対し、都市公園用地として時

価売払することについて』 

 

 

１．対 象 財 産 

（１）所 在 地     宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎１６０番１ 

                     

（２）区分・数量     土 地（宅地見込地） １０，７５２.１８㎡ 

            

（３）財産の沿革     本件財産は、大正１１年４月１日付をもって、内務省から

引継いだ旧海浜地である｡ 

 

（４）位置・環境      本件財産は、ＪＲ亘理駅の東約５．０㎞に位置し、沿岸部

に所在する。 

 

２．相 手 方      亘理町         

 

３．利 用 計 画      都市公園用地(都市公園鳥の海公園) 

 

４．処 理 方 針      時価売払 

 

５．適 用 法 令      国有財産法第２０条 

             会計法第２９条の３第５項 

             予算決算及び会計令第９９条第２１号 
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